
【表紙】
 

【提出書類】 有価証券届出書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2016年８月12日

【会社名】 サントリーホールディングス株式会社

【英訳名】 Suntory Holdings Limited

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　新浪　剛史

【本店の所在の場所】 大阪市北区堂島浜二丁目１番40号

【電話番号】 ０６（６３４６）１６８２

【事務連絡者氏名】 執行役員　財経本部長　石川　一志

【最寄りの連絡場所】 大阪市北区堂島浜二丁目１番40号

【電話番号】 ０６（６３４６）１６８２

【事務連絡者氏名】 執行役員　財経本部長　石川　一志

【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式

【届出の対象とした募集金額】
 
その他の者に対する割当 1,155,440,000円
 

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】 サントリー　ワールド　ヘッドクォーターズ

（東京都港区台場二丁目３番３号）

 

EDINET提出書類

サントリーホールディングス株式会社(E22559)

有価証券届出書（組込方式）

 1/19



第一部【証券情報】

第１【募集要項】

１【新規発行株式】

種類 発行数 内容

普通株式 1,010,000株

普通株式は全て譲渡制限株式です。

当該株式を譲渡により取得する場合、当社取締役会の承認を

要しますが、寿不動産㈱、当社取締役、当社監査役その他別

途取締役会の定めた者のいずれか二者間の譲渡による取得に

ついては、当社取締役会の承認があったものとみなします。

なお、当社は単元株制度を採用していません。

　（注）１．2016年３月25日（金）開催の定時株主総会における募集事項の決定の取締役会への委任決議及び2016年８月

10日（水）開催の取締役会決議により行うものであります。

２．本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法（平成17年法律第86号）第199条第１項の規定に基づいて、

当社の保有する当社普通株式による自己株式処分（以下「本自己株式処分」といいます。）により行われる

ものであり、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第９条第１号に定める売付けの申込み

又は買付けの申込みの勧誘となります。

 

２【株式募集の方法及び条件】

（１）【募集の方法】

区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）

株主割当 － － －

その他の者に対する割当 1,010,000株 1,155,440,000 －

一般募集 － － －

計（総発行株式） 1,010,000株 1,155,440,000 －

　（注）１．第三者割当の方法によります。

２．発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書

の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

 

（２）【募集の条件】

発行価格（円）
資本組入額
（円）

申込株数単位 申込期間
申込証拠金
（円）

払込期日

1,144 － １株
2016年８月28日（日）～

2016年８月31日（水）
－ 2016年８月31日（水）

　（注）１．第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。

２．発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした

募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

３．申込みの方法は、総数引受契約を締結し、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価額の総額を払込むものとし

ます。

４．払込期日までに、本株式の割当予定先との間で総数引受契約を締結しない場合は、本自己株式処分に係る割

当は行われないこととなります。

 

（３）【申込取扱場所】

店名 所在地

サントリーホールディングス株式会社　総務部 大阪市北区堂島浜二丁目１番40号

 

（４）【払込取扱場所】

店名 所在地

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行　大阪営業部 大阪市北区堂島浜一丁目１番５号
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３【株式の引受け】

　該当事項はありません。

 

４【新規発行による手取金の使途】

（１）【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）

1,155,440,000 200,000 1,155,240,000

　（注）１．新規発行による手取金とは、本有価証券届出書においては本自己株式処分による手取金をいいます。

２．発行諸費用の概算額の内訳は、書類作成費用であり消費税等は含まれておりません。

 

（２）【手取金の使途】

　上記差引手取概算額1,155,240,000円は、全額を2017年３月末までに長期借入金返済に充当する予定であり

ます。

 

第２【売出要項】
　該当事項はありません。
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第３【第三者割当の場合の特記事項】

１【割当予定先の状況】

(1）割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との間の関係

割当予定先の概要

名称 サントリー持株会

所在地 大阪市北区堂島浜二丁目１番40号

出資額 19,126万円

組成目的

当社と当社の従業員であるサントリー持株会の会員とが一

体となって当社グループの発展のために努力するととも

に、会員の財産形成に資することをその目的とする。

主たる出資者及びその出資比率 当社従業員 100％

業務執行組合員又はこれに類する者

氏名 理事長　　富田　眞人

住所 東京都港区

職業の内容 当社従業員

提出者と割当予定先との間の関係

出資関係
当社の割当予定先に対する出資額 該当事項はありません。

割当予定先が保有している当社の株式の数 32,602,295株

人事関係
当社従業員５名が割当予定先の理事（理事長１名、副理事

長１名を含む）を兼任しております。

資金関係 該当事項はありません。

技術関係 該当事項はありません。

取引関係
退会者の株式を再配分するまでの間、当社が退会者からの

買取り代金を一時的に立替えております。

　（注）１．割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との間の関係の欄は、2016年７月31日現在のものであります。

２．サントリー持株会は、当社の従業員持株会であります。

 

(2）割当予定先の選定理由

　当社従業員の財産形成及び経営への参画意識醸成を通じて当社グループの企業価値の向上を図るため、サント

リー持株会を本自己株式処分の割当予定先として選定したものです。

 

(3）割り当てようとする株式の数

当社普通株式　1,010,000株

 

(4）株券等の保有方針

　割当予定先からは、長期的に継続して当社株式を保有する意向であることを確認しております。

 

(5）払込みに要する資金等の状況

　当社は、割当予定先より、当社従業員である会員の拠出金によって払込みを行う予定である旨を確認しており、

本自己株式処分の払込みについて特段問題がないものと判断しております。

 

(6）割当予定先の実態

　割当予定先が保有する当社株式に係る議決権は、理事長がこれを行使します。

　また、割当予定先は、当社従業員を会員とする従業員持株会であり、暴力若しくは威力を用い、又は詐欺その他

の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しようとする個人、法人その他の団体（以下「特定団体等」といい

ます。）に該当せず、かつ、特定団体等とは一切関係がないものと判断しております。
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２【株券等の譲渡制限】

　定款の定めにより、本自己株式処分により割り当てられる当社株式の譲渡による取得については、取締役会の承認

を要します。

 

３【発行条件に関する事項】

(1）発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方

　発行価格につきましては、連結簿価純資産方式（直前の当社定時株主総会に提出された決算日現在の当社の連結

貸借対照表の株主資本の額から配当金を控除した額を決算日当日における当社の発行済株式総数で除する方法）に

基づき算定しております。当該方式は算定根拠として客観性が高く合理的であり、かつ、有利発行に該当しないも

のと判断しております。

 

(2）発行数量及び株式の希薄化規模の合理性に関する考え方

　発行数量につきましては、本自己株式処分による発行数が発行済株式総数に占める割合が0.15％であり、株式の

希薄化の程度は軽微であると判断しております。

 

４【大規模な第三者割当に関する事項】

　該当事項はありません。

 

５【第三者割当後の大株主の状況】

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

総議決権数に
対する所有議
決権数の割合

（％）

割当後の所有
株式数
（千株）

割当後の総議
決権数に対す
る所有議決権
数の割合

（％）

寿不動産株式会社
大阪市北区堂島浜二丁目１

番40号
613,818 89.77 613,818 89.64

サントリー持株会
大阪市北区堂島浜二丁目１

番40号
32,602 4.77 33,612 4.91

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀

行

東京都千代田区丸の内二丁

目７番１号
6,871 1.00 6,871 1.00

株式会社三井住友銀行
東京都千代田区丸の内一丁

目１番２号
6,871 1.00 6,871 1.00

三井住友信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内一丁

目４番１号
6,871 1.00 6,871 1.00

日本生命保険相互会社
東京都千代田区丸の内一丁

目６番６号
6,871 1.00 6,871 1.00

公益財団法人サントリー生

命科学財団

京都府相楽郡精華町精華台

八丁目１番地１
3,590 0.53 3,590 0.52

サントリーホールディング

ス株式会社（自己株式）

大阪市北区堂島浜二丁目１

番40号
3,360 － 2,350 －

佐治　信忠 東京都港区 652 0.10 652 0.10

鳥井　信吾 神戸市東灘区 539 0.08 539 0.08

計 － 682,049 99.26 682,049 99.26

　（注）１．2016年７月31日現在の株主名簿を基準として記載しております。

２．所有株式数は、千株未満を切り捨て表示しております。

 

６【大規模な第三者割当の必要性】

　該当事項はありません。

 

７【株式併合等の予定の有無及び内容】

　該当事項はありません。
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８【その他参考になる事項】

　該当事項はありません。

 

第４【その他の記載事項】
　該当事項はありません。

 

第二部【公開買付けに関する情報】

第１【公開買付けの概要】
　該当事項はありません。

 

第２【統合財務情報】
　該当事項はありません。

 

第３【発行者（その関連者）と対象者との重要な契約】
　該当事項はありません。
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第三部【追完情報】

１　事業等のリスクについて

　後記「第四部　組込情報」に記載の第７期有価証券報告書の提出日（2016年３月31日）以後本有価証券届出書提出

日（2016年８月12日）までの間において、当該有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について生じた変更

その他の事由はありません。

　また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本有価証券届出書提出日

（2016年８月12日）現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載する将来に関する事項もありません。

 

２　最近の業績の概要

　2016年８月５日に公表した第８期中間連結会計期間（自 2016年１月１日 至 2016年６月30日）に係る中間連結貸

借対照表、中間連結損益計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書は以下のとおりであります。

　なお、これらの中間連結財務諸表は「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵

省令第24号）に基づいて作成したものではなく、また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査法人

の中間監査を終了したものではありませんので、中間監査報告書は受領しておりません。

 

EDINET提出書類

サントリーホールディングス株式会社(E22559)

有価証券届出書（組込方式）

 7/19



中間連結貸借対照表

（単位：百万円）

科目

前連結会計年度
（2015年12月31日現在）

当中間連結会計期間
（2016年６月30日現在）

増減

金額 金額 金額

（資産の部）    

Ⅰ　流動資産 1,205,761 1,233,429 27,667

現金及び預金 258,622 345,366 86,744

受取手形及び売掛金 380,562 344,771 △35,791

たな卸資産 438,927 411,708 △27,218

その他 129,758 132,939 3,180

貸倒引当金 △2,109 △1,357 751

Ⅱ　固定資産 3,400,453 2,899,702 △500,751

１．有形固定資産 686,068 597,323 △88,745

建物及び構築物 198,016 167,302 △30,713

機械装置及び運搬具 255,743 215,991 △39,751

工具、器具及び備品 63,223 60,310 △2,912

土地 106,203 96,815 △9,387

その他 62,881 56,902 △5,978

２．無形固定資産 2,512,908 2,107,791 △405,116

のれん 1,136,879 959,808 △177,070

商標権 1,285,478 1,070,076 △215,401

その他 90,550 77,906 △12,644

３．投資その他の資産 201,477 194,587 △6,889

投資有価証券 119,633 106,142 △13,490

その他 83,153 89,670 6,517

貸倒引当金 △1,309 △1,225 84

Ⅲ　繰延資産 774 636 △138

資産合計 4,606,990 4,133,767 △473,222
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（単位：百万円）

科目

前連結会計年度
（2015年12月31日現在）

当中間連結会計期間
（2016年６月30日現在）

増減

金額 金額 金額

（負債の部）    

Ⅰ　流動負債 934,627 936,862 2,234

支払手形及び買掛金 146,790 138,128 △8,661

電子記録債務 109,333 118,306 8,973

短期借入金 161,664 248,709 87,044

１年内償還予定の社債 51,918 33,498 △18,420

未払酒税 55,064 33,631 △21,432

未払消費税等 22,349 14,746 △7,602

未払法人税等 36,629 20,996 △15,632

未払金 157,615 131,042 △26,573

未払費用 83,008 87,668 4,660

賞与引当金 26,149 18,306 △7,842

その他 84,104 91,827 7,722

Ⅱ　固定負債 2,509,733 2,255,022 △254,710

社債 421,883 387,436 △34,447

長期借入金 1,427,812 1,325,052 △102,760

繰延税金負債 471,066 404,084 △66,981

役員退職慰労引当金 1,004 868 △136

退職給付に係る負債 33,926 31,262 △2,664

その他 154,039 106,319 △47,720

負債合計 3,444,361 3,191,885 △252,475
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（単位：百万円）

科目

前連結会計年度
（2015年12月31日現在）

当中間連結会計期間
（2016年６月30日現在）

増減

金額 金額 金額

（純資産の部）    

Ⅰ　株主資本 790,288 813,484 23,195

資本金 70,000 70,000 －

資本剰余金 △20,780 137,965 158,746

利益剰余金 743,354 607,803 △135,551

自己株式 △2,285 △2,285 －

Ⅱ　その他の包括利益累計額 67,384 △128,380 △195,764

その他有価証券評価差額金 26,427 20,908 △5,518

繰延ヘッジ損益 △3,803 △10,633 △6,830

為替換算調整勘定 53,256 △130,660 △183,917

退職給付に係る調整累計額 △8,496 △7,994 501

Ⅲ　非支配株主持分 304,956 256,778 △48,177

純資産合計 1,162,629 941,882 △220,746

負債純資産合計 4,606,990 4,133,767 △473,222
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中間連結損益計算書

（単位：百万円）

科目

前中間連結会計期間
（自　2015年１月１日
至　2015年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　2016年１月１日
至　2016年６月30日）

増減

金額 金額 金額

Ⅰ　売上高 1,236,336 1,273,069 36,732

Ⅱ　売上原価 614,354 605,134 △9,219

売上総利益 621,982 667,934 45,952

Ⅲ　販売費及び一般管理費 545,455 580,657 35,202

営業利益 76,527 87,277 10,749

Ⅳ　営業外収益 6,245 5,109 △1,135

受取利息 443 536 93

受取配当金 688 606 △81

持分法による投資利益 1,167 2,197 1,029

為替差益 744 － △744

雑収入 3,201 1,768 △1,433

Ⅴ　営業外費用 16,534 16,738 204

支払利息 14,390 14,070 △320

雑支出 2,143 2,668 525

経常利益 66,238 75,647 9,409

Ⅵ　特別利益 3,259 17,666 14,407

固定資産売却益 891 2,031 1,139

関係会社株式売却益 2,332 4,500 2,168

事業譲渡益 － 8,306 8,306

債務戻入益 － 2,684 2,684

その他 35 143 108

Ⅶ　特別損失 8,266 16,058 7,792

固定資産廃棄損 1,541 1,944 403

組織再編関連費用 3,853 2,681 △1,171

震災関連費用 － 10,133 10,133

その他 2,871 1,298 △1,572

税金等調整前中間純利益 61,231 77,255 16,023

法人税、住民税及び事業税 35,180 33,008 △2,172

法人税等調整額 △1,329 △4,229 △2,900

中間純利益 27,380 48,476 21,096

非支配株主に帰属する中間純利益 11,850 12,842 991

親会社株主に帰属する中間純利益 15,529 35,633 20,104
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中間連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

科目

前中間連結会計期間
（自　2015年１月１日
至　2015年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　2016年１月１日
至　2016年６月30日）

金額 金額

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純利益 61,231 77,255

減価償却費 43,392 45,751

のれん償却額 31,164 31,547

受取利息及び受取配当金 △1,131 △1,143

支払利息 14,390 14,070

持分法による投資損益（△は益） △1,167 △2,197

関係会社株式売却損益（△は益） △2,332 △4,500

事業譲渡損益（△は益） － △8,306

固定資産廃棄損 1,541 1,944

売上債権の増減額（△は増加） △20,066 130

たな卸資産の増減額（△は増加） △26,692 △27,028

仕入債務の増減額（△は減少） 28,127 18,130

未払酒税及び未払消費税等の増減額（△は減
少）

△17,141 △25,550

その他 22,255 17,947

小計 133,572 138,051

利息及び配当金の受取額 1,158 2,438

利息の支払額 △15,664 △15,747

法人税等の支払額 △33,759 △49,172

営業活動によるキャッシュ・フロー 85,307 75,569

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △50,941 △51,804

有形及び無形固定資産の売却による収入 3,735 4,382

投資有価証券の取得による支出 △393 △968

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る収入

2,816 6,872

事業譲渡による収入 － 25,832

その他 △149 3,691

投資活動によるキャッシュ・フロー △44,931 △11,994
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（単位：百万円）

科目

前中間連結会計期間
（自　2015年１月１日
至　2015年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　2016年１月１日
至　2016年６月30日）

金額 金額

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減
額（△は減少）

30,732 50,621

長期借入れによる収入 5,004 86,091

長期借入金の返済による支出 △28,398 △57,356

社債の発行による収入 － 50,000

社債の償還による支出 △900 △67,492

リース債務の返済による支出 △1,050 △4,856

配当金の支払額 △8,199 △8,205

非支配株主への配当金の支払額 △7,774 △8,198

その他 27 △810

財務活動によるキャッシュ・フロー △10,558 39,793

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,401 △16,622

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 28,416 86,745

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 199,308 257,990

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末残高 227,724 344,735
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３　自己株式の取得等の状況

　第７期有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書提出日までの自己株式の取得等の状況は次のとおりであり

ます。

 

株式の種類　普通株式

１　取得状況

(1）株主総会決議による取得の状況

　該当事項はありません。

 

(2）取締役会決議による取得の状況

　該当事項はありません。

 

２　処理状況

　該当事項はありません。

 

３　保有状況

 2016年８月12日現在

報告期間末日現在における保有状況 株式数（株）

発行済株式総数 687,136,196

保有自己株式数 3,360,748
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第四部【組込情報】
　次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

 有価証券報告書
事業年度
（第７期）

自　2015年１月１日
至　2015年12月31日

2016年３月31日
近畿財務局長に提出

　なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織（ＥＤＩＮＥＴ）を使用して

提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について（電子開示手続等ガイドライ

ン）Ａ４－１に基づき本届出書の添付書類としております。
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第五部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。

 

第六部【特別情報】

第１【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
　該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 2016年３月18日

サントリーホールディングス株式会社  

 

 取締役会　御中   

 

 有限責任監査法人トーマツ  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 川﨑　洋文　　　印

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 稲垣　浩二　　　印

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 勝島　康博　　　印

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 平田　英之　　　印

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 菱本　恵子　　　印

 

＜財務諸表監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲

げられているサントリーホールディングス株式会社の2015年１月１日から2015年12月31日までの連結会計年度の連

結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連

結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細

表について監査を行った。

 

連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し

適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表

示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明

することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため

に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続

は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択

及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査

法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正

な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営

者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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監査意見

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、サントリーホールディングス株式会社及び連結子会社の2015年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終

了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているも

のと認める。

 

＜内部統制監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第２項の規定に準じた監査証明を行うため、サントリーホール

ディングス株式会社の2015年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 

内部統制報告書に対する経営者の責任

　経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務

報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

　なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性

がある。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する

意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制

の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制

報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内

部統制監査を実施することを求めている。

　内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手

するための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす

影響の重要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評

価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含

まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、サントリーホールディングス株式会社が2015年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効で

あると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の

評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示して

いるものと認める。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以上

 

（※）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

会社)が別途保管しています。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
 

 2016年３月18日

サントリーホールディングス株式会社  

 

 取締役会　御中   

 

 有限責任監査法人トーマツ  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 川﨑　洋文　　　印

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 稲垣　浩二　　　印

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 勝島　康博　　　印

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 平田　英之　　　印

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 菱本　恵子　　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ているサントリーホールディングス株式会社の2015年１月１日から2015年12月31日までの第7期事業年度の財務諸表、す

なわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査

を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに

ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに

基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査

法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務

諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に

際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。

また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、サント

リーホールディングス株式会社の2015年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべて

の重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以上

（※）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

会社)が別途保管しています。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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